
『
金
谷
園
記
』

室
町
期
に
軽
便
な
年
中
行
事
解
説
書
と
し
て
重
宝
さ
れ
た
形
跡
の

あ
る
『
年
中
行
事
歌
合
』
は
、
一
番
に
「
四
方
拝
」
と
「
屠
蘇
白
散
」

を
番
え
て
お
り
、
二
条
良
基
の
筆
に
な
る
と
さ
れ
る
行
事
解
説
に
は
、

「
右
、
屠
蘇
白
散
と
云
ふ
薬
は
、
一
人
是
を
飲
み
ぬ
れ
ば
一
家
に
病

な
し
、
一
家
の
み
ぬ
れ
ば
一
里
に
病
な
し
と
い
ふ
目
出
た
き
功
能
侍

れ
ば
、
…
」
（
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
）
と
の
記
述
が
見
え
る
。
今
、

こ
れ
に
関
連
し
て
「
年
中
行
事
抄
』
（
続
群
書
類
従
）
の
「
典
薬
寮

供
御
薬
事
」
か
ら
一
条
を
引
く
。

鉗
谷
園
記
司
、
屠
蘇
薬
酒
名
。
正
朝
以
桃
皮
及
諸
薬
、
於
酒
中

屠
蘇
和
而
飲
之
。
先
従
小
起
。
一
人
飲
一
家
無
病
、
一
家
飲
一

`
 

0
 

• 

傍
線
部
は
群
書
類
従
本
『
年
中
行
事
秘
抄
』
（
以
下
、
特
に
指
示
の

な
い
限
り
「
秘
抄
」
と
は
同
書
を
指
す
）
「
屠
蘇
白
散
事
」
に
も
見

え
て
お
り
、
良
基
が
直
接
に
は
何
に
拠
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
と
も

あ
れ
、
先
の
行
事
解
説
が
「
金
谷
園
記
」
に
基
づ
く
説
で
あ
っ
た
可

能
性
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

金
谷
園
記
に
つ
い
て
は
、
古
く
守
屋
美
都
雄
氏
「
中
国
古
歳
時
記

の
研
究
』
（
昭
38
、
帝
国
書
院
）
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
中
国
「
唐
・

逸
文
輯
綴

五
代
歳
時
記
資
料
」
の
一
っ
で
あ
る
。
守
屋
氏
が
説
く
よ
う
に
明
代

あ
た
り
ま
で
は
残
っ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
、
中
国
で
は
あ

ま
り
行
わ
れ
ず
そ
の
後
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
む
し
ろ
日
本
の
年
中

行
事
資
料
な
ど
に
多
く
の
逸
文
を
残
し
て
お
り
、
本
邦
学
問
史
の
観

点
か
ら
も
典
味
あ
る
資
料
で
あ
る
。

日
本
に
お
い
て
は
、
比
較
的
古
い
と
こ
ろ
で
は
「
倭
名
類
緊
抄
』

に
一
箇
所
、
後
に
掲
げ
る
『
政
事
要
略
』
に
一
箇
所
の
逸
文
が
見
出

(
l
)
 

さ
れ
る
し
、
加
え
て
坂
本
太
郎
氏
指
摘
の
『
台
記
』
康
治
―
一
年
記
事
を

勘
案
す
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
に
は
確
実
に
輸
入
さ
れ
て
い
た
書
物

で
あ
る
。
な
お
金
谷
園
記
の
逸
文
集
成
作
業
に
つ
い
て
ひ
と
こ
と
述

べ
る
な
ら
ば
、
右
の
守
屋
氏
の
仕
事
と
の
関
係
に
つ
い
て
事
情
を
詳

に
し
な
い
が
、
昭
和
四
十
三
年
に
新
美
寛
氏
編
・
鈴
木
隆
一
氏
補
と

い
う
形
で
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
か
ら
『
本
邦
残
存
典
籍
に
よ

る
輯
侠
資
料
集
成
続
』
（
以
下
「
輯
侠
」
と
略
称
）
と
し
て
も
出
さ
れ
、

計
十
四
条
の
逸
文
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
「
集
成
」
に
当
た
っ
て
利

用
さ
れ
た
「
本
邦
典
籍
」
は
、
「
年
中
行
事
抄
」
「
年
中
行
事
秘
抄
」

「
明
文
抄
」
「
倭
名
類
緊
抄
」
一
和
漢
朗
詠
註
略
抄
」
「
師
光
年
中
行
事
」

で
あ
る
。

鈴

木

元
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以
下
に
は
、
前
記
二
書
の
集
成
に
洩
れ
た
本
邦
残
存
資
料
か
ら
金

谷
園
記
逸
文
を
は
じ
め
に
拾
い
集
め
、
続
い
て
中
国
資
料
の
逸
文
を

若
干
補
い
、
そ
の
内
容
、
性
格
に
及
ぽ
う
と
考
え
る
。
守
屋
、
新
美
、

鈴
木
各
氏
の
業
績
以
後
に
も
、
既
に
先
学
に
よ
る
指
摘
の
あ
る
既
知

の
資
料
も
含
ま
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
現
時
点
で
の
逸
文
お
よ
び
逸
文

収
載
資
料
の
「
集
成
」
に
意
図
が
あ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。
な
お
、

以
下
に
付
け
加
え
る
逸
文
に
は
、
既
に
知
ら
れ
て
い
る
箇
所
と
重
複

す
る
も
の
が
多
い
け
れ
ど
も
、
必
要
に
応
じ
重
複
を
厭
わ
ず
掲
げ
る

こ
と
と
な
る
。平

安
期
資
料
よ
り

ま
ず
、
惟
宗
允
亮
『
政
事
要
略
』
巻
廿
九
。
寛
弘
五

(
]
0
0
八）

年
頃
の
成
立
と
さ
れ
る
法
制
書
だ
が
、
そ
の
巻
三
十
ま
で
は
年
中
行

事
に
か
か
わ
る
記
事
で
構
成
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
、
年
中
行

事
書
と
の
関
わ
り
は
無
視
で
き
な
い
。
残
念
な
が
ら
現
存
す
る
の
は

巻
廿
二
か
ら
で
八
月
以
降
の
行
事
し
か
確
認
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、

一
箇
所
、
引
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
十
二
月
の
「
土
牛
」
に

関
し
て
の
記
事
で
あ
る
。

1
金
谷
圏
記
云
、
土
牛
送
＇
寒
。
礼
云
、
季
冬
之
月
、
傑
出
こ
土
牛
、

以
示
農
耕
之
早
晩
一
也
。
若
立
春
在
＿
—
+
―
-
月
望
＼
則
策
牛

人
近
前
＼
示
其
農
早
1

也
。
若
立
春
在
十
二
月
晦
及
正
月
初

＼
則
策
牛
人
当
中
＼
示
其
農
平
両
9

。
若
立
春
在
正
月
望
＼

則
策
牛
人
近
後
＼
示
農
晩
一
之
叫
゜

（
新
訂
増
補
国
史
大
系
。
傍
線
部
は
「
年
中
行
事
抄
』
に
も
）

そ
の
政
事
要
略
か
ら
八
十
年
後
、
寛
治
二

(
1
0
八
八
）
年
の
成

立
と
さ
れ
る
釈
成
安
に
よ
る
「
三
教
指
帰
』
注
『
三
教
指
帰
注
集
』

巻
上
本
に
は
、
虫
損
に
よ
り
確
定
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
佐
藤
義

寛
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
恐
ら
く
は
「
金
谷
園
記
」
と
認
め
て
誤
ら
な

い
引
文
が
一
条
存
在
す
る
。

ノ

ニ

ハ

ヲ

ノ

ノ

ノ

ニ

カ

リ

ヲ

ル

ノ

ニ

2
口□

園
記
云
、
脹
猶
猟
也
。
於
此
月
中
獨
取
禽
獣
以
祭
其
祖
、

従
事
而
立
、
故
名
為
蠣
月
。
蝠
獨
也
。

（
佐
藤
義
寛
『
三
教
指
蹄
注
集
の
研
究
』
〈
平
4
、
大
谷
大
学
〉
）

ま
た
平
安
末
期
、
藤
原
範
兼
(
|
-
―
六
五
）
『
和
歌
童
蒙
抄
』

巻
一
に
は
、
仮
名
書
き
の
形
に
な
っ
て
は
い
る
が
他
に
は
見
え
な
い

金
谷
園
記
逸
文
を
記
し
と
ど
め
て
い
る
。

3
金
谷
圏
記
曰
、
漢
武
帝
張
賽
牽
牛
国
に
い
た
り
て
、
七
夕
の
川

の
ほ
と
り
に
て
沙
を
あ
ら
ふ
を
見
る
。
賽
日
、
漠
帝
の
使
に

て
、
河
の
み
な
も
と
を
き
は
む
る
也
。
七
夕
の
給
は
く
、
極
る

事
得
べ
か
ら
ず
。
速
に
帰
り
去
て
、
漢
帝
に
ま
み
ゆ
る
事
を
得

よ
。
す
な
は
ち
一
す
ぢ
の
う
き
木
を
あ
た
へ
て
の
せ
て
か
へ
ら

し
む
。
又
一
の
塊
石
を
得
た
り
。
東
方
朔
其
石
を
み
て
、
た
な

ば
た
の
支
機
石
と
ぞ
云
け
る
。
さ
れ
ば
彦
星
の
く
に
A

て
、
あ

ら
ぬ
世
の
心
地
ぞ
し
け
る
を
思
ひ
て
よ
め
る
成
べ
し
。
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（
日
本
歌
学
大
系
）

中
国
に
お
け
る
張
賽
故
事
の
流
れ
の
中
に
占
め
る
こ
の
金
谷
園
記
記

事
の
位
置
に
つ
い
て
は
、
注
意
す
べ
き
も
の
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は

黒
田
彰
子
氏
「
張
賽
考
|
俊
頼
髄
脳
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
—
」
（
同
氏
『
中

世
和
歌
論
孜
』
〈
平
10
、
和
泉
書
院
〉
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
ほ
か
、
蹴
鞠
伝
書
の
中
に
も
興
味
深
い
逸
文
を
伝
え
る
も
の

が
あ
る
。
飛
鳥
井
家
の
遠
祖
、
藤
原
頼
輔
(
|
-
―
八
六
）
の
作
と

伝
え
る
「
蹴
鞠
口
伝
集
』
巻
上
に
、

4
金
谷
園
記
云
、
劉
向
別
録
云
、
蹴
鞠
者
黄
帝
所
造
事
、
因
兵
勢

而
為
之
、
起
於
戦
国
、
今
人
相
承
、
清
明
日
為
之
也
、
与
毬
同

（
平
成
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
蹴
鞠

技
術
変
遷
の
研
究
』
所
収
、
東
山
御
文
庫
本
）

と
あ
る
も
の
だ
が
、
こ
れ
は
次
に
掲
げ
る
『
秘
抄
』
三
月
に
所
掲
の

(
2
)
 

既
知
の
逸
文
と
関
わ
ろ
う
。

金
云
、
清
明
之
気
節
也
、
万
物
皆
出
於
土
、
清
潔
而
明
浄
‘
[
清
]

明
蹴
鞠
毬
也
、
起
於
戦
国
、
今
人
相
承
、
清
明
日
為
之

同
じ
金
谷
園
記
を
典
拠
と
し
な
が
ら
も
、
両
者
の
一
致
箇
所
が
思
い

の
外
に
少
な
い
こ
と
も
問
題
な
が
ら
、
蹴
鞠
口
伝
集
の
「
劉
向
別
録

云
」
と
の
出
典
表
示
も
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

後
で
ふ
れ
る
よ
う
に
こ
れ
ま
で
確
認
さ
れ
て
い
る
金
谷
園
記
逸
文
中

に
は
右
の
ご
と
き
出
典
表
示
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
蹴
鞠
口
伝
の

記
載
方
法
は
異
例
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
無
論
、
こ

れ
と
対
比
す
べ
き
逸
文
が
「
秘
抄
』
に
し
か
見
出
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
か
ら
す
れ
ば
、
『
秘
抄
』
の
方
が
抄
録
し
て
い
る
可
能
性
も
否
定

し
き
れ
な
い
の
だ
が
、
金
谷
園
記
の
原
態
を
考
え
る
上
で
こ
の
よ
う

な
出
典
注
記
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
（
な
お
後
述
）
。

次
に
引
く
の
は
院
政
期
末
期
の
編
纂
と
さ
れ
る
『
幼
学
指
南
抄
』

巻
三
。
こ
れ
も
本
来
三
十
巻
の
類
書
な
が
ら
、
現
存
す
る
の
は
そ
の

内
の
ご
く
一
部
。
し
か
し
、
「
歳
事
部
」
を
な
す
巻
三
は
故
宮
博
物

院
に
蔵
さ
れ
て
伝
わ
っ
て
お
り
、
歳
事
関
係
記
事
は
全
体
を
確
認
で

き
る
。
た
だ
、
幼
学
指
南
抄
に
引
か
れ
た
の
は
次
の
一
条
の
み
で
あ
っ

(
3
)
 

た。
5
鉗
斜
園
記
団
、
正
月
都
叫
割
之
気
節
也
吋
丑
州
為
：
一
刻
月
一
。
秦
始

皇
以
此
月
圧
六
因
而
判

□

図
〈
秦
始
皇
姓
／
巖
名
政
也
〉
。
速

政
為
正
月
也
。
塵
是
四
人
月
令
日
、
正
月
一
日
是
謂
正
日
＼

梨
祀
祖
禰
、
進
酒
降
神
致
福
祥
也

一
部
、
文
字
の
異
同
は
あ
る
が
、
傍
線
部
は
ほ
ぽ
『
年
中
行
事
秘
抄
』

「
正
月
」
所
引
の
逸
文
に
一
致
す
る
。
な
お
私
に
興
味
深
い
の
は
、

群
書
類
従
本
と
は
大
幅
に
内
容
の
異
な
る
尊
経
閣
文
庫
本
『
年
中
行

事
秘
抄
』
の
当
該
箇
所
に
次
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。

正
月
者
立
春
之
気
節
也
。
本
為

i

i

政
月
1

。
秦
始
皇
以
1

1

此
月
一
生
、

因
而
名
，
政
〈
秦
始
皇
姓
／
吉
を
名
政
也
〉
。
遂
政
馬
（
左
二
「
改

為
也
」
）
正
月
也
。

（
判
読
困
難
な
箇
所
は
山
本
昌
治
氏
の
「
校
訂
」
を
参
照
。
以
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下
同
じ
）

同
書
に
は
全
体
を
見
渡
し
て
も
「
金
谷
園
記
」
の
名
は
一
箇
所
も
見

え
な
い
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
こ
の
箇
所
だ
け
は
金
谷
園
記
と
甚
だ

近
い
記
述
を
有
す
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
逸
文
研
究
の
点
で
は
関
心

の
薄
く
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
尊
経
閣
本
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
尊
経

閣
本
の
方
が
基
本
的
に
は
本
来
の
姿
を
留
め
て
い
る
と
み
て
よ
い
。

和
漢
朗
詠
集
註
釈
も
既
に
『
輯
侠
』
に
お
い
て
逸
文
資
料
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
黒
田
彰
氏
ら
に
よ
る
朗
詠
註
諸
本
の
研

究
の
進
展
に
よ
り
、
新
た
な
段
階
を
迎
え
た
。
こ
れ
も
院
政
期
末
期

成
立
か
と
さ
れ
る
『
和
漢
朗
詠
註
抄
』
か
ら
抜
き
出
す
。

レ
ハ
シ
テ
ヲ

6
金
谷
圏
記
云
、
俗
七
種
菜
作
羮
、
食
令
人
無
病
文
。

シ
ム

（
東
北
大
学
本
「
若
菜
」
題
注
）

ヲ

ウ

ム

ヲ

ノ

ニ

シ

テ

イ

ク

7
金
谷
園
記
云
、
昔
鄭
虞
以
三
月
一
二
日
上
辰
産
二
女
。
又
上
巳

日
産
一
女
。
二
日
之
中
産
―
―
―
女
へ
猥
育
而
並
死
。
子
時

ニ

レ

ノ

ニ

ツ

／

リ

ニ

フ

ッ

ケ

イ

ノ

シ

テ

ト

俗
流
為
大
忌
、
毎
至
是
日
官
私
皆
同
向
東
流
水
上
為
祓
楔

平

之
飲
＼
以
自
潔
也
予
。
（
同
「
三
月
三
日
」
題
注
）

8

金
谷
圏
記
云
、
昔
楚
人
屈
原
、
字
霊
均
。
為
楚
三
閻
一
~
え
矢
。
…

（
黒
木
文
庫
本
「
紅
葉
」
、
「
外
物
独
醒
松
澗
色
」
旬
注
）

最
後
の
一
条
は
『
輯
侠
』
に
既
に
指
摘
さ
れ
た
も
の
故
、
全
文
は
掲

げ
な
い
。
ま
ず
初
め
の
一
条
は
、
類
従
本
『
秘
抄
』
を
も
っ
て
既
に

指
摘
さ
れ
る
も
の
に
一
致
す
る
が
、
後
で
再
び
ふ
れ
る
。
次
の
一
条

が
新
出
の
逸
文
で
あ
る
。
朗
詠
註
の
中
で
は
、
他
に
「
和
談
抄
』
と

呼
ば
れ
る
南
北
朝
末
期
か
ら
室
町
初
期
成
立
の
註
に
も
、
同
じ
部
分

の
引
用
を
確
認
で
き
る
。
右
の
ご
と
く
朗
詠
註
に
ま
と
ま
っ
た
引
用

が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
示
唆
的
で
あ
る
。
朗
詠
集
の
四
季
の
部
に
見

え
る
題
は
、
そ
の
ま
ま
歳
時
記
、
年
中
行
事
の
簡
略
な
一
覧
と
も
み

な
し
う
る
の
で
あ
り
、
年
中
行
事
書
と
の
距
離
は
決
し
て
遠
く
な
い

か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
平
安
期
の
金
谷
圏
記
利
用
の
状
況
を
見
渡
し
て

き
た
の
だ
が
、
最
後
に
忘
れ
て
な
ら
な
い
資
料
と
し
て
賀
茂
家
栄
(
|
'

―
一
三
六
）
の
編
と
さ
れ
る
『
陰
陽
雑
書
』
を
挙
げ
る
。
実
は
こ
の

陰
陽
雑
書
こ
そ
、
金
谷
園
記
の
ま
と
ま
っ
た
逸
文
資
料
と
し
て
甚
だ

貴
重
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
同
書
の
利
用
状
況
を
考
え
る
上
で
も
極

め
て
重
要
な
資
料
な
の
で
あ
る
。
陰
陽
雑
書
の
金
谷
園
記
引
用
は
全

部
で
九
条
。
既
に
中
村
埠
八
氏
に
よ
る
検
討
も
備
わ
っ
て
い
る
（
『
日

本
陰
陽
道
書
の
研
究
』
〈
昭
60
、
汲
古
書
院
〉
第
一
一
章
「
陰
陽
雑
書

に
つ
い
て
」
）
が
、
私
に
改
め
て
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
第
一
―
十
四
「
節

日
由
緒
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
部
分
か
ら
示
す
。

9
金
谷
園
記
云
、
正
月
上
元
、
祀
祖
補
進
酒
、
神
致
福
祥
也
。
又

云
、
屠
蘇
、
薬
酒
名
、
正
朝
以
桃
皮
及
諸
薬
於
屠
蘇
和
而
飲
之
、

先
従
少
起
、
一
人
飲
一
家
無
病
、
一
家
飲
一
里
無
病
云
云
。

10
同
記
（
金
谷
圃
記
ー
引
用
者
注
）
、
正
月
七
日
為
人
日
、
以
七

種
菜
作
羮
食
之
、
令
人
無
万
病
。

11
金
谷
圏
記
云
、
昔
楚
人
屈
原
、
字
霊
均
、
為
一
二
閻
大
夫
、
被
識
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出
而
隠
江
畔
、
…
（
以
下
略
）

12
五
月
五
日
、
採
蘭
、
以
水
煮
之
為
湯
、
沐
浴
、
令
人
避
除
人
刀
兵
、

攘
却
悪
鬼
。

13
七
月
七
日
夜
、
酒
掃
於
庭
露
、
施
机
筵
、
甘
菓
酒
醐
、
兼
散
香

粉
於
庭
上
、
以
請
河
鼓
織
女
。
言
此
二
星
歓
会
之
夜
也
。
俗
人

候
之
、
或
天
漢
中
見
突
々
白
気
〈
歳
石
反
／
美
容
也
〉
、
光
燿

五
色
、
以
為
徴
応
、
見
者
便
拝
而
願
、
乞
富
乞
寿
、
子
若
有
所
乞
、

唯
得
求
一
、
兼
求
不
得
、
三
年
乃
得
、
自
古
来
往
往
皆
有
其
験
。

14
為
陰
気
将
絶
、
陽
気
始
来
、
陰
陽
相
激
、
化
為
疫
痕
之
鬼
、
為

人
家
作
病
。
黄
帝
使
防
相
氏
、
黄
金
四
目
、
身
著
朱
衣
、
手
把

拝
楯
、
口
作
灘
々
之
声
、
以
駈
疫
痕
之
鬼
。
至
今
歳
除
夜
為
之
。

ま
ず
逸
文
9
は
、
中
村
氏
は
こ
れ
を
「
又
」
で
切
り
離
し
二
条
と

し
て
扱
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
一
条
と
数
え
て
い
る
。
冒

頭
に
掲
げ
た
『
年
中
行
事
抄
』
所
引
本
文
と
関
わ
る
こ
と
は
自
明
な

の
だ
が
、
問
題
は
「
年
中
行
事
抄
』
に
は
な
い
傍
線
部
分
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
丹
念
に
金
谷
園
記
逸
文
を
追
い
か
け
て
き
た
眼
に
は
、
傍

線
部
の
記
述
が
「
幼
学
指
南
抄
』
所
引
の
逸
文
5
に
続
く
「
崖
寒
四

人
月
令
」
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
に
肯
わ
れ
よ
う
。
こ

さ
い
し
よ
く

れ
が
漢
の
崖
塞
撰
に
な
る
「
四
民
月
令
』
の
逸
文
と
し
て
誤
り
な
い

こ
と
は
、
「
初
学
記
』
巻
四
歳
事
部
下
「
元
日
」
冒
頭
の
記
載
か
ら

確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
但
し
初
学
記
に
は
、
末
尾
の
「
進
酒
降

神
致
福
祥
也
」
の
傍
線
部
分
は
な
い
。
な
お
「
民
」
を
「
人
」
に
作

る
の
は
避
誰
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
太
平
御
覧
も
「
四
人
月

令
」
と
し
て
引
用
し
て
お
り
、
幼
学
指
南
抄
編
者
の
誤
り
で
は
な
い
。

も
の
に
よ
っ
て
は
「
民
」
の
字
を
「
氏
」
の
ご
と
き
字
体
に
記
す
の

(
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も
同
じ
理
由
と
考
え
ら
れ
る
）
。
「
致
福
祥
也
」
の
部
分
を
持
た
な
い

初
学
記
は
幼
学
指
南
抄
の
依
拠
資
料
と
み
な
し
得
な
い
こ
と
は
と
も

あ
れ
、
こ
こ
で
厄
介
な
の
は
ま
た
し
て
も
尊
経
閣
本
『
秘
抄
」
の
「
正

月
」
注
で
あ
る
。
実
は
、
尊
経
閣
本
『
秘
抄
」
で
は
、
逸
文
5
に
関

連
し
て
掲
げ
た
先
の
引
用
の
下
に
続
け
る
形
で
、
「
尚
書
云
、
月
正

元
日
、
元
者
首
也
、
月
上
元
礼
祖
播
進
酒
降
神
致
福
祥
」
と
の
記
述

が
来
る
の
で
あ
る
。
当
然
、
各
本
に
つ
い
て
誤
写
な
ど
の
介
入
も
想

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
細
か
い
文
字
の
異
同
や
脱
落
等
は
特

に
問
題
と
し
な
い
で
お
け
ば
、
尚
書
の
「
月
正
元
日
」
に
続
く
記
述

は
四
民
月
令
の
逸
文
に
一
致
す
る
も
の
と
云
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
が
、
こ

れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
金
谷
圃
記
逸
文
中
に
は
、
先
行
書
の
引
用
を

明
示
し
て
記
す
例
は
前
出
の
逸
文
ー
に
お
け
る
礼
記
典
拠
を
示
す

「
礼
云
」
以
外
、
先
に
逸
文
3
に
お
い
て
問
題
と
し
た
「
劉
向
別
録
日
」

の
み
で
、
こ
れ
ら
を
除
け
ば
―
つ
も
見
え
な
い
こ
と
、
次
に
、
も
し

仮
に
幼
学
指
南
抄
編
者
が
金
谷
園
記
を
実
見
し
て
い
た
な
ら
ば
、
四

民
月
令
に
重
複
す
る
記
事
が
金
谷
園
記
に
あ
る
の
を
知
り
な
が
ら
、

敢
え
て
そ
こ
に
四
民
月
令
を
も
っ
て
引
文
す
る
意
味
が
見
出
し
得
な

い
こ
と
、
こ
の
二
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
家
栄
の
誤
解
と
す
る
の
が
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妥
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
幼
学
指
南
抄
や
尊
経
閣
本
「
秘
抄
j

の

よ
う
な
、
二
つ
の
記
事
を
並
べ
記
し
た
テ
キ
ス
ト
を
見
た
こ
と
に
よ

る
混
乱
と
云
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
、
上
記
の
推
定
の
前
提
は
必
ず

し
も
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
豊
富
な
引
例
か
ら
し
て
家
栄
は
金

谷
園
記
を
実
見
し
て
用
い
て
い
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
か
ら

す
る
な
ら
、
あ
な
が
ち
誤
記
と
も
断
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
提
と
し
て
「
四
民
月
令
」
の

内
容
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
説
明
を
補
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
実

は
初
学
記
所
引
本
文
で
な
く
、
尊
経
閣
本
「
玉
燭
宝
典
』
に
よ
り
輯

本
さ
れ
た
四
民
月
令
本
文
に
よ
れ
ば
、
「
正
月
之
旦
、
是
謂
正
日
、

射
率
妻
挙
、
潔
祀
祖
禰
、
前
期
三
日
、
家
長
及
執
事
、
皆
致
斉
焉
、

(
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及
祀
日
、
進
酒
降
神
」
と
い
う
よ
う
に
、
先
の
本
文
と
は
か
な
り
異

な
っ
て
お
り
、
四
民
月
令
本
文
の
学
む
問
題
が
相
当
に
大
き
い
こ
と

が
判
る
。
同
時
に
、
逸
文
9
の
問
題
部
分
は
幼
学
指
南
抄
所
引
「
四

人
月
令
」
の
取
意
（
あ
る
い
は
節
略
）
に
よ
る
作
文
で
あ
る
こ
と
が

窺
わ
れ
る
。
結
局
、
逸
文
9
に
至
る
経
過
は
正
確
に
跡
づ
け
る
こ
と

は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
類
書
の
四
民
月
令
本
文
は
金
谷
園
記
と
輯

本
四
民
月
令
と
の
中
間
的
本
文
を
有
す
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。
金
谷
圃
記
の
本
文
が
類
書
の
四
民
月
令
に
近
い
こ
と
の
意
味

は
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
然
と
し
な
い
が
、
他
の
記
事
の
検
討
と
併
せ

て
後
述
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

逸
文
10
は
和
漢
朗
詠
註
抄
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
年
中
行
事
抄
に

も
見
え
る
逸
文
。
「
師
光
』
も
同
様
だ
が
、
「
正
月
七
日
糾
凡
~
」
の

傍
線
部
分
が
こ
れ
ま
で
の
逸
文
に
は
抜
け
落
ち
て
い
た
。
朗
詠
註
抄

の
「
無
病
」
は
他
の
三
本
か
ら
「
無
万
病
」
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ

ろ
う
。逸

文
11
に
つ
い
て
は
、
時
代
の
下
る
も
の
な
が
ら
、
関
東
に
成
立

し
た
庭
訓
往
来
注
釈
に
引
用
を
見
る
。
但
し
、
そ
れ
は
「
陰
陽
雑
書
」(
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か
ら
の
孫
引
き
で
あ
ろ
う
こ
と
、
嘗
て
指
摘
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

逸
文
12
は
、
中
世
関
東
の
天
台
談
義
所
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
書
陵
部

本
「
朗
詠
抄
」
の
「
端
午
」
題
注
に
、
「
金
谷
薗
記
云
」
と
し
て
ほ

ぼ
同
文
が
引
か
れ
る
。

逸
文
13
は
中
村
氏
の
指
摘
通
り
、
「
二
夜
歓
会
…
」
以
降
の
部
分

が
類
従
本
「
秘
抄
」
お
よ
び
「
師
光
」
所
引
逸
文
に
近
い
。
但
し
異

同
の
存
す
る
部
分
は
、
概
ね
「
秘
抄
」
と
「
師
光
」
が
共
通
す
る
。

そ
し
て
、
両
書
に
見
え
な
い
「
酒
掃
於
庭
露
、
施
机
筵
、
甘
菓
酒
醸
、

兼
散
香
粉
於
庭
上
、
以
請
河
鼓
織
女
」
は
例
え
ば
、
「
晋
周
処
風
土
記
」

（
「
太
平
御
覧
j

巻
―
―
-
+
-
)
に
近
い
内
容
で
あ
る
。

七
月
初
七
日
其
夜
濯

1

一
掃
於
庭
露
知
i

：
ー
几
筵
↓
設

1

1

酒
膊
時
果
＼

散
香
粉
於
筵
上
一
、
以
折
河
鼓
〈
爾
雅
曰
河
鼓
／
謂
之
牽
牛
〉

織
女
ー
、
言
此
一
一
星
辰
当
会
守
夜
者
咸
懐
ー
一
私
願
＼
咸
云
見
天

漢
中
可
癸
突
白
気
一
、
有
二
光
燿
五
色
一
、
以
レ
此
為
徴
応
、

見
者
便
拝
而
願
、
乞
レ
富
乞
レ
寿
、
無
レ
子
乞
レ
子
、
唯
得
レ
乞
レ
一
、

不＇得
1

1

兼
求
1

。
三
年
乃
得
、
言
之
頗
有
受
其
詐
者
。
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右
の
記
事
は
、
玉
燭
宝
典
・
年
中
行
事
抄
・
類
従
本
『
秘
抄
』
等
に

も
引
か
れ
て
い
る
。
相
互
に
文
字
の
異
同
や
語
旬
の
出
入
り
が
あ
り

煩
雑
に
な
り
過
ぎ
る
た
め
、
今
は
『
御
覧
」
で
代
表
さ
せ
、
も
は
や

諸
本
間
の
異
同
は
示
さ
な
い
が
、
金
谷
園
記
の
当
該
部
が
傍
線
部
分

に
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
は
見
て
取
れ
よ
う
。
更
に
は
、
逸
文
13
全
体

が
ほ
と
ん
ど
「
風
土
記
」
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
よ
う
。
先

の
逸
文
9
を
巡
る
考
証
に
も
関
連
す
る
こ
と
だ
が
、
金
谷
園
記
は
先

行
す
る
諸
書
の
歳
事
記
事
を
取
捨
し
再
編
し
て
作
ら
れ
た
書
物
の
よ

う
だ
。
即
断
は
で
き
な
い
が
、
何
ら
か
の
類
書
を
も
っ
て
そ
の
作
業

に
当
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
四
民
月
令
の
場
合
も
類

書
の
記
述
に
よ
く
似
通
う
こ
と
は
、
こ
の
推
定
に
よ
く
合
致
す
る
。

ち
な
み
に
右
の
「
風
土
記
」
記
事
は
初
学
記
に
も
引
載
さ
れ
る
。

逸
文
14
に
つ
い
て
は
、
年
中
行
事
抄
、
「
秘
抄
』
と
共
通
す
る
こ
と
、

中
村
氏
の
指
摘
の
通
り
で
、
一
部
異
同
が
あ
る
も
の
の
こ
こ
で
取
り

上
げ
る
に
は
及
ぶ
ま
い
。
む
し
ろ
先
の
逸
文
13
に
関
連
し
て
注
目
さ

れ
る
の
が
、
次
の
『
陰
陽
雑
書
』
第
二
十
五
「
避
病
術
」
に
見
え
る

逸
文
で
あ
る
。
ま
ず
は
逸
文
を
総
て
掲
げ
て
お
く
。
以
下
の
三
条
を

拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

15
椒
是
玉
衡
之
精
、
正
朝
服
之
、
令
人
身
軽
、
元
病
。
又
云
栢
是

仙
薬
也
。
正
朝
以
栢
葉
酒
飲
之
、
従
小
起
、
以
除
万
病
。

16
五
月
五
日
晨
朝
、
踏
草
、
令
人
元
病
、
採
薬
懸
門
戸
上
、
以
攘

除
毒
気
也
。

17
九
月
九
日
、
黍
杭
並
収
梗
、
亦
熟
、
触
類
嘗
新
、
以
大
豆
米
糊

米
而
蒸
之
、
加
粟
稟
之
味
、
謂
之
次
食
饂
、
祭
享
詑
而
食
之
、

令
人
長
年
元
病
、
大
吉
。

15
は
中
村
氏
の
場
合
二
条
に
分
け
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
一
括
で
扱

う
。
氏
の
説
く
と
お
り
、
「
金
谷
園
記
」
と
し
て
は
未
見
の
逸
文
と

し
て
よ
い
。
し
か
し
、
ひ
と
た
び
類
書
に
目
を
や
れ
ば
、
こ
れ
が
四

民
月
令
に
甚
だ
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
初
学
記
巻

四
・
歳
時
部
下
「
元
日
」
の
項
を
見
よ
う
。
「
進
椒
柏
酒
」
の
語
に

付
せ
ら
れ
た
注
に
「
四
民
月
令
曰
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
続
く
。

椒
是
玉
衡
星
楠
、
服
之
令
人
身
軽
能
走
、
柏
是
仙
薬
、
又
云
、

進
酒
次
第
、
当
従
州
超
．
、
以
年
少
者
起
先
。

（
太
平
御
覧
巻
二
十
九
時
序
部
「
元
日
」
に
も
、
「
崖
塞
四
人
月

令
日
」
と
し
て
、
ほ
ぼ
同
じ
記
事
あ
り
）

こ
こ
も
玉
燭
宝
典
か
ら
採
取
し
た
逸
文
で
は
関
連
す
る
表
現
と
し

て
、
「
上
椒
酒
於
其
家
長
」
と
の
記
述
を
見
出
す
の
み
で
あ
り
、
や

は
り
類
書
所
引
逸
文
に
よ
く
一
致
す
る
点
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。逸

文
16
、
17
は
中
村
氏
指
摘
の
よ
う
に
他
に
は
見
え
な
い
も
の
で
、

特
に
言
及
す
べ
き
こ
と
も
な
い
が
、
念
の
た
め
に
触
れ
て
お
く
と
、

逸
文
16
は
荊
楚
歳
時
記
を
も
と
に
し
た
節
略
で
あ
ろ
う
か
。
逸
文
17

は
こ
れ
も
初
学
記
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
類
書
を
利
用
し
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
一
例
で
あ
る
（
初
学
記
巻
四
「
九
月
九
日
」
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所
引
「
玉
燭
宝
典
」
お
よ
び
「
干
宝
注
」
参
照
）
。

か
つ
て
坂
本
太
郎
氏
は
年
中
行
事
抄
お
よ
び
明
文
抄
所
引
の
荊
楚

歳
時
記
「
七
種
菜
」
の
記
事
を
取
り
上
げ
、
「
師
光
」
や
「
秘
抄
』

の
金
谷
園
記
逸
文
（
前
掲
、
逸
文
6
・
逸
文
10
参
照
）
と
の
一
致
に

疑
問
を
抱
か
れ
、
「
日
本
で
荊
楚
歳
時
記
と
金
谷
園
記
と
を
誤
っ
て

混
同
す
る
こ
と
も
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
の
場
合
一
体

(
7
)
 

ど
ち
ら
が
正
し
い
の
か
」
と
の
疑
問
を
提
出
し
て
お
ら
れ
た
。
し
か

し
、
こ
こ
に
至
れ
ば
事
情
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
金
谷
園
記
は
「
七
種

菜
」
の
部
分
で
は
荊
楚
歳
時
記
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
金
谷
園
記

の
か
よ
う
な
性
格
を
理
解
す
れ
ば
、
成
立
事
情
の
曖
昧
な
「
歳
華
紀

麗
』
を
除
き
、
宋
代
の
類
書
な
ど
に
も
（
一
部
例
外
は
あ
る
も
の
の
）

ほ
と
ん
ど
引
用
さ
れ
ぬ
ま
ま
、
中
国
に
お
い
て
そ
の
証
跡
を
絶
っ
た

(
8
)
 

の
も
、
自
ず
と
納
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

新
撰
年
中
行
事

平
安
期
年
中
行
事
書
研
究
に
お
い
て
、
藤
原
行
成
の
失
わ
れ
た
著

(
9
)
 

作
「
新
撰
年
中
行
事
』
の
発
見
は
画
期
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
が
平
安
朝
の
儀
式
次
第
の
究
明
に
新
た
な
光
明
を
投
げ
か

け
た
の
は
勿
論
の
こ
と
、
い
ま
小
稿
の
掲
げ
る
課
題
か
ら
す
る
な
ら

ば
、
西
本
昌
弘
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
同
書
が
「
さ
ま
ざ
ま
な
先
行

史
料
を
引
用
し
て
い
る
点
」
こ
そ
が
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

殊
に
「
金
谷
園
記
」
の
引
用
は
九
例
に
及
ぶ
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
に
一
っ
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
が
あ

る
。
金
谷
園
記
も
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
先
行
資
料
の
引
用
の
幾
つ
か

は
、
頭
書
や
傍
書
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

「
こ
れ
ら
の
頭
書
や
傍
書
は
、
「
新
撰
年
中
行
事
j

成
立
後
の
あ
る
時

期
に
後
人
が
追
記
し
た
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
」
（
西
本
論
文
）

る
こ
と
を
意
味
し
、
金
谷
園
記
の
場
合
、
九
例
の
内
八
例
ま
で
が
頭

書
、
傍
書
な
の
で
あ
る
（
但
し
残
る
一
例
に
も
問
題
あ
り
。
後
述
）
。

そ
の
点
で
、
同
書
所
引
「
金
谷
園
記
」
を
、
十
一
世
紀
初
頭
の
資
料

の
纏
ま
っ
た
逸
文
と
は
必
ず
し
も
扱
い
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
心

得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
逸
文
資
料
と
し
て
の
価
値
に
お

い
て
は
何
ら
遜
色
は
な
い
。
ま
ず
、
九
例
の
逸
文
を
掲
げ
る
。

18
金
谷
園
記
云
、
正
月
者
立
春
之
気
節
也
、
本
為
政
月
秦
始
皇
以

此

月

生

因

而

名

政

遂

改

為

正

月

（

正

月

）

19
金
谷
園
記
云
、
夏
者
仮
也
、
寛
仮
万
物
使
其
長
也
（
夏
）

20
金
谷
園
記
云
、
五
月
者
荒
種
之
気
節
也
、
言
時
可
以
種
有
荒
之

穀

也

（

五

月

）

21
金

谷

園

記

云

、

六

月

者

小

暑

之

気

節

也

（

六

月

）

22
金
谷
園
記
曰
、
昔
顔
淵
九
月
九
日
坐
北
湖
之
上
迂
菊
酒
飲
也

（
九
月
九
日
）

23
金
谷
園
記
、
冬
者
終
也
、
万
物
之
終
皆
結
成
也
、
纂
要
云
、
冬

日
玄
英
〈
気
黒
而
十
二
月
英
〉
、
前
日
陽
日
〈
此
時
経
陰
用
事
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嫌
／
其
無
陽
胡
日
陽
日
〉

24
金
谷
記
云
、
十
月
者
立
冬
之
気
節
也
、
言
冬
寒
刹
口
(
+
月
）

25
金
谷
園
記
云
、
十
一
月
去
大
雪
之
気
節
也
、
言
其
寒
気
伝
甚
以

成

大

雪

也

(

+

一

月

）

26
金
谷
園
記
云
、
十
二
月
者
大
寒
之
気
節
也
、
言
其
寒
気
添
例
故

謂

之

大

寒

也

（

十

二

月

）

は
じ
め
に
逸
文
23
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
く
。
こ
の
一
条
が
金
谷
園

記
逸
文
中
、
唯
一
、
本
行
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
実

は
そ
の
点
に
つ
い
て
も
問
題
な
し
と
し
な
い
。
ま
ず
逸
文
23
の
記
載

さ
れ
て
い
る
位
置
か
ら
し
て
問
題
で
あ
り
、
「
冬
」
「
十
月
」
の
記
事

が
始
ま
る
直
前
、
即
ち
九
月
の
条
の
末
尾
に
右
の
記
事
が
挿
入
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
記
事
の
内
容
は
む
し
ろ
「
冬
」
注
と
し
て
こ
そ

相
応
し
く
、
本
来
は
「
冬
」
注
と
し
て
の
頭
書
も
し
く
は
傍
書
で
あ
っ

た
も
の
が
、
転
写
の
過
程
で
本
文
化
し
た
も
の
と
思
し
い
。
現
テ
キ

ス
ト
（
東
山
御
文
庫
本
）
に
お
い
て
も
、
「
金
谷
園
記
」
云
々
の
書

き
出
し
部
分
の
二
字
分
ほ
ど
上
の
と
こ
ろ
に
点
を
打
ち
、
「
金
」
字

と
の
間
を
線
で
結
ん
で
お
り
、
こ
れ
は
本
来
、
点
の
位
置
か
ら
書
き

出
す
べ
き
も
の
（
即
ち
頭
書
と
し
て
記
す
）
と
の
表
示
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
記
事
内
容
の
方
だ
が
、
金
谷
園
記
か
ら
の
引
用
の
範

囲
が
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
こ
こ
に
は
便
宜
的
に
ひ
と
続
き
に
記

さ
れ
て
い
た
「
纂
要
云
」
以
下
も
掲
げ
て
お
い
た
。
こ
れ
も
類
書
と

の
か
か
わ
り
を
対
比
し
て
見
て
い
く
の
が
都
合
が
よ
い
。
ま
ず
、
は

じ
め
の
所
は
「
事
類
賦
』
巻
五
「
冬
」
の
冒
頭
部
分
「
冬
終
也
、
万

物
於
是
而
終
者
也
〈
釈
名
曰
、
冬
終
也
、
万
物
所
以
終
成
也
〉
」
が
近
い
。

「
纂
要
云
」
以
下
は
割
注
を
含
む
と
こ
ろ
か
ら
も
、
や
は
り
初
学
記

巻
三
「
冬
」
と
の
近
似
が
顕
著
で
あ
り
、
「
i

祭
昌
月
令
章
旬
日
、
俎

冒
」
に
続
く
「
梁
元
帝
纂
要
」
が
こ
れ
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。
初
学

記
を
参
照
す
る
こ
と
で
割
注
部
分
の
「
十
二
月
」
と
あ
る
の
が
「
青
」

の
誤
写
で
あ
り
、
更
に
そ
れ
以
下
の
部
分
も
「

gI陽
Jll
〈
此
時
紺

陰
用
事
、
嫌
其
無
陽
、
甜
団
陽
用
」
の
誤
り
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
記
載
の
仕
方
を
見
る
と
、
金
谷
園
記
と
類
書
を
併
用
し
た

注
記
と
い
う
よ
り
も
、
全
体
を
金
谷
園
記
か
ら
の
引
用
と
見
て
お
そ

ら
く
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

所
掲
逸
文
の
全
体
を
見
渡
す
と
、

18
を
除
き
す
べ
て
が
新
出
逸
文

で
あ
り
、
そ
の
点
の
価
値
は
高
い
。
そ
し
て
、
引
用
の
傾
向
を
見
る
と
、

お
お
よ
そ
鎌
倉
期
成
立
の
年
中
行
事
書
な
ど
の
よ
う
に
、
行
事
起
源

を
引
く
よ
り
は
、
例
え
ば
「
正
月
者
立
春
之
気
節
也
」
（
正
月
）
と

い
う
よ
う
な
各
月
の
規
定
に
関
す
る
記
事
を
好
ん
で
引
い
て
お
り
、

そ
の
あ
た
り
に
も
時
代
の
好
み
が
反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
逸
文
は
金
谷
園
記
の
原
態
へ
潮
る

際
に
も
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
恐
ら
く
は
金
谷
園
記
も
新
撰
年

中
行
事
の
ご
と
く
、
ま
ず
全
体
を
大
き
く
四
季
に
分
類
し
、
季
節
ご

と
に
「
夏
者
仮
也
、
寛
仮
万
物
使
其
長
也
」
（
夏
）
の
よ
う
に
季
節
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の
解
説
が
記
さ
れ
、
続
い
て
「
正
月
」
以
下
の
月
が
列
挙
さ
れ
「

I

月
者
—
之
気
節
也
」
と
い
っ
た
規
定
が
な
さ
れ
、
そ
の
上
で
月
々
の

重
要
な
行
事
に
は
そ
の
起
源
説
が
記
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
推

測
さ
れ
る
。

さ
て
、
逸
文
22
な
ど
は
新
撰
年
中
行
事
の
中
で
は
数
少
な
い
行
事

に
か
か
わ
る
漢
故
事
の
引
用
と
み
て
よ
い
。
九
月
九
日
の
菊
酒
に
つ

い
て
は
、
『
秘
抄
』
等
に
よ
り
知
ら
れ
る
費
長
房
の
話
が
金
谷
圏
記

逸
文
と
し
て
既
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
並
ぶ
漢
故
事
と
し
て

こ
の
記
事
を
有
し
て
い
た
よ
う
だ
。
こ
れ
も
初
学
記
「
九
月
九
日
」

の
事
対
に
見
え
る
「
坐
湖
」
の
語
に
関
連
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
（
初
学
記
で
は
「
顔
測
九
日
坐
北
湖
聯
旬
詩
曰
…
」
）
。

中
惟
資
料
よ
り

さ
て
、
平
安
期
に
お
け
る
金
谷
園
記
の
利
用
状
況
、
逸
文
の
残
存

状
況
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
、
中
世
に
お
け
る
同
書
の
利
用
状
況
を

見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
新
た
に
指
摘
し
う
る
も
の
は
そ
れ
ほ
ど

多
く
は
な
い
。
鎌
倉
期
の
資
料
と
し
て
は
、
一
条
の
み
な
が
ら
他
に

な
い
引
用
を
示
す
菅
原
為
長
の
『
管
壼
抄
』
か
ら
挙
げ
よ
う
。
巻
五
「
社

稜
」
（
龍
門
文
庫
本
に
よ
る
）
に
引
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ヲ

テ

コ

ウ

ト

テ

ノ

ヲ

メ

シ

ム

ヲ

フ

D□

27
共
工
氏
之
子
名
曰
勾
竜
＼
助
1

盲
夏
馬
i

治
，
水
有
、
功
、
発
封

J
キ

ク

ユ

ホ

ト

コ

シ

ョ

ウ

シ

テ

ス

為

社

官

、

又

周

棄

能

教

入

播

種

＼

竜

封

為
I

]

稜
官
＼

シ

テ

チ

テ

ノ

ヲ

ル

ヲ

死
乃
立
一
壇
而
祭
之
、

レ

二

ニ

ニ

ス

ヘ

テ

テ

ヲ

ナ

ッ

ケ

テ

ス

ト

故
以
惣
而
言
，
之
号
為
1

1

社
稜
一

金
谷
園
記

こ
れ
ま
で
の
逸
文
が
総
て
年
中
行
事
に
関
連
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
す
る
と
、
一
見
、
こ
の
「
社
稜
」
の
記
事
は
異
質
な
も
の
と
見

え
る
。
な
ぜ
金
谷
園
記
が
こ
の
よ
う
な
記
事
を
含
む
の
か
、
い
ぶ
か

し
く
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
事
実
、
こ
れ
ま
で
金
谷
固
記
の
記

事
と
関
わ
り
が
深
い
と
い
う
こ
と
で
度
々
名
前
を
挙
げ
た
初
学
記
で

は
、
巻
十
三
の
礼
部
に
「
社
稜
」
の
項
を
設
け
、

礼
記
日
、
腐
山
氏
之
子
柱
、
及
周
棄
為
稜
〈
属
山
氏
之
有
天
下
也
、

其
子
曰
柱
、
能
殖
百
穀
、
夏
之
衰
也
、
周
棄
継
之
、
故
祀
以
為

稜
神
、
薦
或
為
列
〉
、
共
工
氏
之
子
后
土
刷
柘
．
〈
共
工
氏
之
覇

九
州
也
、
其
子
曰
勾
龍
、
為
后
土
、
能
平
九
州
、
故
祀
為
社
〉

と
の
記
事
を
引
い
て
い
る
。
し
か
し
唐
代
の
類
書
に
あ
っ
て
は
、
こ

の
よ
う
な
記
事
を
歳
時
項
目
に
組
み
入
れ
る
考
え
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
次
に
引
く
の
は
「
白
氏
六
帖
』
巻
一
「
社
」
の
項
の
記
事
で
あ
る
。

（ママ）

荊
楚
記
〈
四
人
並
結
綜
会
社
〉
句
龍
〈
共
工
氏
有
子
曰
旬
龍
、

能
平
水
土
、
故
祀
以
為
社
〉

ち
な
み
に
前
後
の
項
目
を
拾
っ
て
み
る
と
、
「
元
日
」
「
人
日
」
「
正

月
十
五
日
」
「
晦
日
」
「
社
」
「
中
和
節
」
「
寒
食
」
と
い
う
具
合
で
あ
る
。

こ
の
「
社
日
」
（
『
荊
楚
歳
時
記
』
。
『
四
民
月
令
」
で
は
「
祠
大
社
之
日
」
）

を
い
つ
と
す
る
か
は
中
国
に
お
い
て
時
代
ご
と
に
変
わ
り
一
定
し
て

い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
歳
時
記
類
で
は
こ
れ
を
二
月
に
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置
く
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
と
見
て
よ
く
、
「
社
稜
」
の
項
も
「
歳

時
記
資
料
」
と
し
て
の
性
格
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
、
正
和
三
年
に
橘
寺
の
法
空
の
撰
と
し
て
成
っ
た
と
さ
れ
る

「
聖
徳
太
子
平
氏
伝
雑
勘
文
』
所
引
の
逸
文
を
掲
げ
る
。

28
金
谷
園
記
云
、
昔
苑
陽
慮
充
早
失
：
父
母
口
兄
弟
共
居
，
家
。
西

四
十
里
有
雀
少
府
墓
1

。
充
於
冬
至
夜
向
四
家
西
．
遊
猟
超

二
一
兎
一
走
向
前
不
レ
知
二
遠
近
一
。
乃
見
ー
一
朱
門
白
壁
一
。
門
下
有

9

人
禦
，
門
。
充
乃
問
曰
、
此
是
何
舎
宅
。
答
日
、
此
是
崖
少
府
宅
、

君
何
不
＇
参
＇
之
。
充
曰
、
余
参
。
去
乃
繋
＇
馬
充
便
入
見

1

1

雀
少

府
1

。
当
＇
庁
坐
而
乃
言
日
、
薩
郎
至
也
、
且
喜
自
来
、
昨
得
こ

君
尊
親
府
君
書
＼
為
＇
君
、
索
ー
ー
吾
少
女
＼
故
相
迎
耳
。
充
起

謙
譲
。
少
府
出
＇
書
示
，
之
。
充
見
，
之
不
＇
違
。
便
勅
：
家
中
女

子
等
1粧
椀
令
虞
郎
入
—
'
内
。
其
充
便
入
西
斉
廂
1見
1―
女

子
、
形
容
美
麗
窃
究
透
逸
、
絶
代
無
比
。
又
見
塀
塊
慢
爛
侍

従
羅
列
音
楽
飲
食
事
事
備
具
。
夜
成
納
俄
経
三
夕
。
是
タ

天
将
、
曙
女
子
乃
起
而
沸
泣
。
交
流
謂
、
充
日
、
君
是
生
人
、
児

且
是
鬼
、
生
死
道
殊
、
人
鬼
異
、
路
、
幸
子
君
歓
、
会
、
只
今
得

：
君
三
宵
、
児
今
有
卒
、
後
償
生
男
還
君
収
養
若
也
生
'

女
児
自
留
，
之
。
充
乃
装
束
。
程
女
相
送
出
，
門
操
，
袂
為
＇
別
。

脊
恋
無
＇
尽
、
言
屹
充
上
＇
馬
而
去
。
数
歩
之
間
酒
欲

1

1

重
↓
＇
叙

別
向
来
門
館
無
1

復
見
1

突
。
唯
荊
棘
古
墳
而
已
。
充
還
至
＇
家
、

経
於
三
年
因
三
月
三
日
。
於
洛
水
上
一
宴
会
。
乃
見
永
上

（
頃
力
）

有
積
車
、
或
浮
或
沈
、
半
隠
半
見
。
口
剋
之
内
乃
至
座
前

.
。
出
女
下
車
与
充
相
見
謂
充
曰
、
将
謂
生
女
即
擬
自
留
。

今
既
生
、
男
。
還
，
君
収
養
。
充
領
．
得
得
児
1

屹
。
雀
女
遂
没
不
、
見
。

其
児
頭
黄
口
濶
。
慮
氏
承
之
云
、
鬼
子
慮
是
也
。
已
上
。

29
金
谷
園
記
日
、
昔
鄭
虞
以
三
一
月
三
日
上
辰
立
i
:』
―
女
1

。
又
上

巳
日
産
二
女
—
。
二
日
之
中
産
三
女
一
。
猥
育
而
並
死
子
時
浴

流
為
大
忌
毎
至
是
日
官
私
皆
同
向
東
浪
水
上
為
載
楔

之
飲
1

。
以
自
潔
也
°
已
上
（
『
聖
徳
太
子
御
偉
叢
書
』
に
よ
る
）

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
既
に
牧
野
和
夫
氏
に
よ
る
紹
介
が
あ
る

(
1
 o) 

が
、
逸
文
資
料
と
し
て
の
検
討
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
以
下
に

少
し
検
討
を
加
え
て
み
る
。
ま
ず
28
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
金
谷

園
記
逸
文
中
で
は
、
例
外
的
に
長
文
の
記
事
と
い
っ
て
よ
い
。
内
容

も
、
一
見
し
て
『
蒙
求
』
の
「
慮
充
幽
婚
」
の
旬
で
知
ら
れ
る
説
話

的
な
記
事
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
逸
文
と
の
違
和
感
は
拭
い
が
た
＜

思
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、

29
と
と
も
に
「
三
月
上
巳
事
」
と
の
項
目
の

下
に
引
か
れ
て
お
り
、
歳
時
書
と
し
て
の
基
本
的
性
格
の
う
え
で
問

題
は
な
い
。
ま
た
、
「
藝
文
類
緊
』
巻
四
・
歳
時
中
の
「
三
月
三
日
」

に
も
「
続
捜
神
記
日
」
と
し
て
同
類
話
が
引
か
れ
て
お
り
、
歳
時
に

か
か
わ
る
話
題
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
た
だ
、
藝

文
類
緊
は
内
容
が
か
な
り
節
略
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
例
の
ご

と
く
、
類
書
本
文
と
の
接
近
が
見
ら
れ
る
事
例
と
は
反
対
の
状
況
が

見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
、
金
谷
園
記
と
い
う
書
物
の
性
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格
を
考
え
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も
っ
と
思
わ
れ
、
な
お
よ
く
考
え

る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
な
お
、

29
は
前
掲
7
の
逸
文
と
共
通
す
る

も
の
で
、
関
連
す
る
記
事
と
し
て
は
、
「
白
氏
六
帖
事
類
集
』
巻
一
「
三

月
三
日
」
の
部
に
「
東
流
水
」
の
語
の
解
説
と
し
て
、

宋
書
、
漢
有
郭
虞
者
、
三
月
三
日
上
辰
産
一
一
女
、
上
巳
日
産
―
女
、

二
日
産
三
女
、
並
不
育
、
俗
以
為
大
忌
、
故
此
月
此
日
諦
在
家
、

皆
祓
楔
於
東
流
水
上

と
あ
る
の
が
近
い
。
初
学
記
も
「
宋
書
」
に
よ
り
つ
つ
類
似
の
記
事

を
載
せ
る
が
、
人
の
名
を
「
郭
虞
」
と
す
る
な
ど
、
金
谷
園
記
逸
文

と
一
致
し
な
い
部
分
が
あ
る
。

7
と
29
と
が
一
部
を
除
き
高
い
一
致

度
を
示
す
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
誤
写
と
い
う
こ
と
で
は
説
明
が
つ
か

な
い
。
少
な
く
と
も
、
初
学
記
等
の
現
行
テ
キ
ス
ト
と
は
別
の
資
料

と
の
関
係
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

続
い
て
南
北
朝
期
の
資
料
に
目
を
転
じ
、
年
中
行
事
歌
合
と
の
関

係
か
ら
も
注
目
さ
れ
る
、
四
辻
善
成
の
『
河
海
抄
』
を
見
て
み
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
善
本
は
な
い
と
い
わ
れ
る
諸
本
状
況
に
お
い
て
、
河
海
抄

の
利
用
は
難
し
い
一
面
を
も
つ
が
、
ひ
と
ま
ず
既
に
翻
刻
の
あ
る
天

理
図
書
館
蔵
の
文
禄
本
を
基
礎
と
し
て
、
同
じ
く
天
理
図
書
館
蔵
の

伝
兼
良
筆
本
、
及
び
画
像
公
開
さ
れ
て
い
る
阪
本
龍
門
文
庫
蔵
本
を

参
照
し
つ
つ
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
書
名
を
も
っ
て
引
用
を
明
示

し
て
い
る
の
は
、
全
部
で
四
箇
所
。
ま
ず
等
木
の
巻
に
は
「
五
日
節
」

と
し
て
逸
文
11
に
概
ね
一
致
す
る
記
述
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
次
に
紅
葉
賀
の
巻
に
は
逸
文
14
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
例
が
見
ら
れ

る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
類
従
本
「
秘
抄
」
に
も
同
じ
箇
所
の
引
用

が
あ
る
が
、
「
秘
抄
」
で
は
末
尾
の
「
至
今
歳
除
夜
為
之
」
の
一
文

が
な
く
、
「
秘
抄
」
を
経
由
し
て
の
引
用
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
判
る
。

幻
の
巻
に
は
逸
文
13
と
ほ
ぽ
一
致
す
る
一
条
が
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
、

河
海
抄
で
は
末
尾
を
「
乞
富
乞
寿
乞
子
」
と
結
ん
で
お
り
、
僅
か
な

違
い
は
存
在
す
る
け
れ
ど
も
、
「
突
々
白
気
」
の
下
に
付
せ
ら
れ
た

割
注
も
細
字
注
と
し
て
残
さ
れ
て
お
り
、
よ
く
原
形
を
と
ど
め
て
い

る
と
見
て
よ
い
。
最
後
に
宿
木
の
巻
に
「
粉
熟
」
を
注
す
る
形
で
下

に
細
字
で
添
え
ら
れ
た
記
事
に
「
金
谷
苑
記
云
献

i

i

赤
粉
餅
↓
」
と
あ

る
も
の
に
つ
い
て
は
、
確
認
の
術
が
な
い
。

さ
て
、
最
後
の
一
例
を
除
け
ば
河
海
抄
の
金
谷
園
記
利
用
の
状
況

は
、
陰
陽
雑
書
に
よ
っ
て
ほ
ぽ
覆
い
得
る
。
い
ま
殊
更
に
陰
陽
雑
書

に
言
及
す
る
の
は
、
河
海
抄
が
そ
れ
を
参
照
し
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ

(
l
l
)
 

疑
い
な
い
と
こ
ろ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
後
の
一
例
を
信
頼

す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
金
谷
圏
記
そ
の
も
の
を
披
見
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

次
に
室
町
期
の
も
の
だ
が
、
「
壇
嚢
抄
』
に
も
二
箇
所
の
引
用
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
同
書
巻
三
「
四
方
拝
小
朝
拝
ナ
ン
ド
申
ハ

何
事
ゾ
」
以
下
の
項
目
（
正
保
版
本
で
は
巻
四
、
巻
五
）
は
、
ま
さ

し
く
年
中
行
事
に
関
す
る
問
答
に
な
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
年
中
行
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事
歌
合
が
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
け
れ
ど

も
、
そ
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
そ
の
年
中
行
事
問
答
の
末
尾
「
追
灘

事
」
の
項
に
一
条
、
そ
し
て
こ
れ
と
は
別
に
巻
五
（
版
本
巻
八
）
「
諸

寺
ノ
修
正
卜
云
ヒ
井
二
年
ノ
初
月
ヲ
正
月
卜
云
」
の
項
に
一
条
、
そ

れ
ぞ
れ
一
部
読
み
下
す
形
で
金
谷
園
記
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
後
者

に
つ
い
て
は
、
先
に
逸
文
5
と
し
て
示
し
た
中
の
一
部
で
、
類
従
本

「
秘
抄
」
の
掲
出
範
囲
の
中
に
も
収
ま
る
記
述
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

問
題
と
な
る
の
は
前
者
の
方
で
あ
る
。

金
谷
二
日
、
昔
高
辛
氏
ノ
子
、
十
二
月
晦
日
ノ
夜
死
ス
、
其
霊

ノ

ヲ

ト

ヲ

ト

ス

成
鬼
致
疾
病
。
因
之
以
桃
弓
葦
矢
逐
之
云
。

逸
文
14
に
見
る
よ
う
に
、
金
谷
園
記
に
「
追
灘
」
の
条
が
あ
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
右
の
記
事
は
逸
文
14
に
付
随
す
る
も
の
と

し
て
金
谷
園
記
に
含
ま
れ
て
い
た
記
述
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
、
こ
れ
ま
で

に
度
々
引
用
し
て
き
た
年
中
行
事
書
や
陰
陽
雑
書
に
も
引
か
れ
て

い
る
、
中
世
年
中
行
事
書
を
巡
る
典
籍
群
の
中
の
一
っ
、
「
十
節
記

(
1
2
)
 

（
録
）
』
の
記
事
で
あ
る
。
年
中
行
事
抄
か
ら
引
こ
う
。

十
節
記
云
、
十
二
月
晦
夜
厭
健
鬼
何
、
昔
高
辛
氏
子
、
十
二
月

晦
夜
死
、
其
霊
成
鬼
、
致
疾
病
、
奪
喰
人
祖
霊
祭
物
、
驚
祖
霊
、

因
之
以
桃
弓
葦
矢
逐
疫
鬼
、
静
国
家
。

年
中
行
事
歌
合
の
「
追
灘
」
行
事
解
説
、
「
殿
上
の
侍
臣
、
桃
の
弓

薩
の
矢
を
取
り
て
鬼
を
射
る
な
り
」
も
こ
の
記
述
か
ら
派
生
し
た
も

の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
大
島
幸
雄
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
類
従

本
「
秘
抄
」
に
も
ほ
ぽ
同
じ
箇
所
の
引
用
が
あ
る
（
肝
心
の
傍
線
部

に
は
異
同
が
な
い
の
で
、
「
秘
抄
」
と
の
細
か
い
異
同
に
は
触
れ
な
い
）

ほ
か
、
三
善
為
康
「
掌
中
歴
』
の
「
節
日
由
緒
」
も
典
拠
表
示
は
な

い
が
こ
れ
と
同
文
と
見
て
よ
く
、
十
巻
本
『
伊
呂
波
字
類
抄
」
引
用

(
1
3
)
 

の
「
長
輪
暦
」
が
比
較
的
近
い
記
述
を
有
す
る
。
「
十
節
記
」
と
の

一
致
の
み
か
ら
、
瑾
嚢
抄
の
記
述
が
金
谷
園
記
に
な
か
っ
た
こ
と
の

論
証
に
は
な
り
え
な
い
け
れ
ど
も
、
大
島
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
十

節
記
（
録
）
の
記
す
節
日
の
由
緒
は
、
概
し
て
金
谷
園
記
な
ど
と
は

異
質
な
点
が
多
く
、
右
の
よ
う
な
形
で
記
述
の
細
部
が
一
致
す
る
こ

と
は
考
え
が
た
い
。
十
節
記
の
説
の
内
、
河
海
抄
に
も
引
か
れ
る
「
文

選
」
（
紅
葉
賀
「
な
や
ら
ふ
と
て
」
注
）
に
は
、

卒
歳
大
灘
駈
除
群
欄
一
方
相
乗
＇
銭
巫
現
操
，
莉
仮
子
万
童
丹
首

玄
製
樹
弧
頼
知
所
、
発
無
、
果
飛
礫
雨
散
剛
痺
必
斃

鬼
を
逐
う
の
に
「
桃
弓
葦
矢
」
を
も
っ
て
す
る
と
い
う
説
の
古
い
姿

は
見
て
取
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
直
接
的
な
関
連
性
は
窺
い
え

な
い
。
や
は
り
十
節
記
の
特
徴
は
、
多
く
「
高
辛
氏
（
子
）
」
を
軸

に
し
て
起
源
を
説
く
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
高
辛
氏
は
黄
帝
の

曾
孫
と
さ
れ
る
（
史
記
・
五
帝
本
紀
）
伝
説
上
の
人
物
で
、
帝
僭
と

も
称
さ
れ
る
。
河
海
抄
の
賢
木
の
巻
に
「
あ
を
む
ま
」
を
注
し
て
、
「
十

節
録
」
に
続
け
て
引
か
れ
る
「
皇
世
記
」
に
も
、

高
辛
氏
之
子
、
以
正
月
七
日
恒
登
二
東
尚
入
戸
青
衣
人
一
令
下
列
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ニ
青
馬
七
疋
ー
調
中
青
陽
之
気
上
、
馬
者
主
レ
陽
青
者
主
レ
春
‘
]
岡

者
万
物
之
始
、
人
主
之
居
、
七
者
七
曜
之
清
徹
陽
気
之
温
始
也
。

（
類
従
本
「
秘
抄
」
、
「
執
柄
家
年
中
行
事
』
に
も
）

「
青
馬
」
の
行
事
に
関
わ
ら
せ
て
「
高
辛
氏
之
子
」
を
持
ち
出
し
て

い
る
例
が
見
ら
れ
る
（
但
し
「
紫
明
抄
」
に
も
）
し
、
「
玉
燭
宝
典
』

正
月
十
五
日
条
に
も
「
其
夜
則
迎
こ
紫
姑
ー
以
卜
」
と
い
う
一
条
に
関

連
し
て
「
洞
覧
云
、
帝
曇
之
女
、
将
＇
死
遺
＇
言
。
我
、
生
平
好

．．
 

遊

楽
。
至
正
月
、
可
以
見
迎
。
又
其
事
也
」
と
い
う
よ
う
に
、

や
は
り
「
帝
曇
之
女
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
更
に
興
味
深

い
の
は
唐
紗
本
雑
抄
（
王
三
慶
「
敦
煙
類
書
」
）
で
、
そ
こ
で
は
「
五

月
五
日
何
謂
」
と
い
う
よ
う
な
問
答
形
式
が
用
い
ら
れ
て
幾
つ
か
の

日
付
に
つ
い
て
因
縁
を
簡
略
に
記
す
の
だ
が
、
十
節
記
に
関
す
る
大

島
氏
の
指
摘
の
中
に
も
、
そ
の
記
述
上
の
特
徴
の
―
つ
に
「
問
答
形

式
の
文
章
構
成
」
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、

一
部
に
差
は
あ
る
が
、
基
本
的
形
式
は
、
「

0
月

0
日
…
…
…
何
」

＋
「
中
国
の
故
事
」
＋
「
簡
単
な
結
語
」
が
想
定
さ
れ
る
。

と
さ
れ
て
い
た
。
雑
抄
は
極
め
て
簡
略
な
記
事
し
か
も
た
な
い
も
の

の
、
確
か
に
こ
の
形
式
に
似
通
っ
て
い
る
。
雑
抄
が
挙
げ
る
の
は
必

ず
し
も
節
日
ば
か
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
「
五
月
五
日
」
「
七
月
七
日
」

「
九
月
九
日
」
と
い
う
節
日
の
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
も
「
高
辛
子
」
や
「
帝

曇
子
」
の
名
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
か
つ
て
は
い
ろ
い
ろ
な
書
物

の
中
に
、
高
辛
氏
の
娘
に
関
わ
ら
せ
て
年
中
行
事
の
起
源
を
説
く
思

考
が
確
か
に
働
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
山
中
裕
氏
「
「
十
節
記
」
考
」

（
「
日
本
歴
史
」
第
六
十
八
号
）
が
説
く
よ
う
に
十
節
記
が
邦
人
の
手

に
な
る
撰
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
説
は
本
来
的
に
は
漢
籍

に
起
源
を
お
く
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
故
に
、
金
谷
園
記
と
の

一
致
が
あ
り
え
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
し
「
金
谷
二
日
」
と
し
て
十
節
記
と
同
文
の
記
事
が
引
か
れ

る
こ
の
事
態
を
説
明
す
る
に
は
、
金
谷
園
記
が
そ
の
よ
う
な
記
事
を

備
え
て
い
た
と
す
る
よ
り
も
、
類
従
本
「
秘
抄
」
の
「
追
難
事
」
の

項
に
お
け
る
次
の
ご
と
き
記
載
に
注
目
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
ろ

、つ。

金
谷
云
、
陰
気
将
絶
、

之
鬼

昔
高
辛
氏
子
、
…
（
下
略
）

即
ち
、
金
谷
園
記
か
ら
の
引
用
を
明
示
し
た
あ
と
、
典
拠
表
示
な
し

に
十
節
記
の
記
事
が
引
か
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
考
う

る
に
瑾
嚢
抄
は
、
類
従
本
「
秘
抄
」
の
ご
と
き
記
述
を
も
っ
て
金
谷

園
記
を
引
い
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
同
様
の
引
用
形
式
は
師

光
年
中
行
事
に
も
見
ら
れ
る
ほ
か
、
尊
経
閣
文
庫
蔵
冊
子
本
「
江
家

次
第
」
（
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
）
に
も
「
裏
書
云
」
と
し
て
、
同

様
の
記
事
が
確
認
で
き
る
。
尊
経
閣
本
の
「
裏
書
」
の
位
置
づ
け
は
、

現
在
の
諸
本
状
況
で
は
確
定
が
難
し
く
後
考
に
委
ね
ざ
る
を
え
な
い

が
、
「
昔
高
辛
氏
子
」
以
下
の
記
事
を
金
谷
園
記
の
記
事
に
続
け
て

陽
気
始
来
、
…
（
中
略
）
…
以
駈
疫
痕
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記
す
形
式
が
、
こ
の
よ
う
に
複
数
確
認
さ
れ
る
以
上
、
一
連
の
記
述

が
本
来
の
金
谷
園
記
の
姿
で
あ
っ
た
可
能
性
を
捨
て
去
る
わ
け
に
は

い
か
な
い
も
の
の
、
「
高
辛
氏
子
」
云
々
の
記
事
を
金
谷
園
記
記
事

(
1
4
)
 

と
み
な
す
こ
と
に
は
や
は
り
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
無
論
、
結

論
を
得
る
た
め
に
は
更
な
る
十
節
記
の
素
性
の
解
明
が
不
可
欠
で
あ

る。
壇
嚢
抄
の
編
者
た
る
行
誉
が
実
際
に
参
照
し
て
い
た
典
籍
の
数
や

種
類
は
、
い
ま
年
中
行
事
関
連
記
事
の
み
に
限
定
し
て
も
、
実
は
な

か
な
か
に
判
然
と
し
な
い
。
た
だ
し
同
書
の
中
に
は
書
名
を
表
す
と

思
し
き
「
年
中
行
事
」
の
語
が
三
箇
所
見
え
て
お
り
、
何
ら
か
の
年

中
行
事
書
が
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
し
壇
嚢
抄
所
引
「
年
中
行
事
」
の
記
事
は
類
従
本
「
秘
抄
」

や
師
光
年
中
行
事
だ
け
で
は
説
明
で
き
ず
、
そ
の
実
態
は
未
詳
で
あ

る
。
結
局
、
推
測
に
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
け
れ
ど

も
、
行
誉
の
金
谷
園
記
利
用
の
実
態
は
、
年
中
行
事
書
の
孫
引
き
で

対
応
可
能
な
範
囲
の
も
の
で
し
か
な
い
。

本
稿
で
は
、
各
所
に
散
在
す
る
「
金
谷
園
記
」
逸
文
を
拾
い
集
め
、

逸
文
の
検
討
か
ら
見
え
て
く
る
幾
つ
か
の
問
題
点
に
つ
い
て
提
起
し

た
。
見
落
と
し
て
い
る
資
料
も
な
お
多
い
に
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
を

丹
念
に
蒐
集
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
見
通
し
に
修
正
が
必
要
と

な
る
可
能
性
は
高
い
は
ず
だ
。
よ
り
精
確
な
実
体
に
接
近
す
る
た
め

(
1
)
坂
本
太
郎
「
荊
楚
歳
時
記
と
日
本
」
（
『
風
土
記
と
万
葉
集

作
集
第
四
巻
』
〈
昭
63
、
吉
川
弘
文
館
〉
）

(2)
以
下
、
引
用
は
群
書
類
従
に
よ
り
つ
つ
、
山
本
昌
治
「
校
訂
年
中
行
事

秘
抄
」
（
「
大
阪
青
山
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
九
号
、
昭
5
6
.
5
)
を
も
っ

て
一
部
補
訂
し
た
。

(3)
東
豊
書
店
刊
「
中
日
交
流
叢
書
」
の
影
印
に
よ
る
。
翻
刻
に
は
、
『
創
造

と
思
考
』
第
二
号
〈
石
山
曙
生
翻
刻
〉
お
よ
び
古
辞
書
研
究
資
料
叢
刊
〈
木

村
晟
・
片
山
晴
賢
・
森
山
麟
三
翻
刻
〉
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
校
正
ミ

ス
が
あ
る
。

(4)
王
彦
坤
編
著
『
歴
代
避
詭
字
雁
典
』
(
-
九
九
七
年
、
中
州
古
籍
出
版
社
）
に
、

四
民
月
令
の
「
民
」
字
に
代
え
て
「
人
」
字
を
用
い
た
例
の
指
摘
が
あ
る
。

(
5
)
渡
部
武
「
「
四
民
月
令
』
輯
本
稿
」
（
『
東
海
大
学
紀
要
文
学
部
』
第

四
十
五
号
、
昭
6
1
.
9
)
に
よ
る
。

(
6
)
拙
稿
「
庭
訓
往
来
を
巡
る
注
釈
の
学
」
（
『
熊
本
県
立
大
学
文
学
部
紀
要
』

第
七
巻
第
一
号
、
平
12.12)

(
7
)
注

(
l
)
坂
本
論
文
参
照
。

(
8
)
従
来
は
中
国
の
類
書
の
中
で
は
、
金
谷
園
記
を
引
く
類
書
と
し
て
は
『
歳

華
紀
麗
』
（
巻
一
正
月
「
漢
帝
賜
羮
之
候
」
註
、
同
（
正
月
）
晦
日
「
送
窮
」
註
）

が
知
ら
れ
て
い
る
程
度
で
あ
っ
た
が
、
検
索
手
段
の
電
子
化
に
と
も
な
い

新
た
な
逸
文
も
指
摘
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
。
四
庫
全
書
の
全
文
検
索
に

よ
れ
ば
、
宋
・
祝
穆
撰
の
『
方
輿
勝
覧
』
巻
二
「
平
江
府
」
の
「
尊
鱚
」
註
、

注 に
、
多
く
の
方
々
か
ら
の
ご
教
示
を
願
っ
て
い
る
。

坂
本
太
郎
著
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金
谷
園
記
謂
、
蟷
魚
常
以
仲
秋
後
従
海
入
江
、
菰
葉
南
越
人
、
以
剪
等

和
為
羮
、
甚
珍
、
魚
白
如
玉
、
菜
黄
如
金
、
隋
人
已
呼
為
金
羮
玉
膳
云
（
中

文
出
版
社
刊
本
に
よ
り
、
併
せ
て
中
華
書
局
刊
の
中
國
古
代
地
理
穂
志

叢
刊
を
参
照
し
た
。
ま
た
「
呉
都
志
』
巻
二
十
九
、
『
呉
都
文
粋
』
巻
六

等
に
も
）

が
加
わ
る
。

(
9
)
西
本
昌
弘
「
東
山
御
文
庫
所
蔵
の
二
冊
本
「
年
中
行
事
』
に
つ
い
て
1

伝
存
し
て
い
た
藤
原
行
成
の
『
新
撰
年
中
行
事
』
ー
」
（
「
史
學
雑
誌
』
第

1
0
七
編
第
二
号
、
平
1
0
.
1
)

(10)
牧
野
和
夫
「
繹
聖
云
撰
「
太
鏡
底
容
紗
』
『
太
鏡
百
錬
紗
」
解
説
・
翻
印

ー
そ
の
一
、
「
太
鏡
底
容
紗
』

I
」
(
「
か
が
み
』
第
三
十
一
号
、
平
6
.
3
)

(11)
注

(6)
拙
稿
参
照
。

(12)
『
十
節
記
』
は
、
早
く
に
芳
賀
幸
四
郎
氏
が
『
東
山
文
化
の
研
究
』
（
河
出
書
房
、

昭
20)
「
公
家
社
会
の
教
養
と
世
界
観
」
第
一
章
六
「
有
職
故
実
書
・
日
記
」

で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
康
富
記
』
嘉
吉
二
年
八
月
一
日
条
に
、
具
体

的
利
用
状
況
を
窺
わ
せ
る
記
事
が
あ
る
。
「
千
秋
之
節
万
幸
、
昼
過
程
参
清

外
史
之
文
亭
、
依
遅
参
先
有
使
、
例
式
賞
翫
意
粥
、
有
一
蓋
之
後
退
出
了
、

外
史
被
語
云
、
今
日
食
意
粥
之
事
、
未
見
出
処
、
若
被
見
欺
、
予
十
節
記

之
中
不
見
此
粥
之
事
之
由
返
答
了
、
誠
可
尋
出
処
文
也
」
と
い
う
も
の
だ
が
、

こ
の
記
事
か
ら
す
れ
ば
室
町
前
期
ま
で
の
伝
来
は
確
実
で
、
少
な
く
と
も

中
原
の
家
に
は
備
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
・

(13)
大
島
幸
雄
「
〔
覚
書
〕
十
節
録
」
（
「
國
書
逸
文
研
究
』
第
九
号
、
昭
57.8)

(14)
壇
嚢
紗
所
引
の
年
中
行
事
記
事
に
つ
い
て
は
、
近
時
、
野
上
澗
一
「
「
壕
嚢
紗
j

年
中
行
事
記
事
の
基
礎
的
検
討
ー
中
世
後
期
〈
「
年
中
行
事
歌
合
』
／
「
公

事
根
源
』
〉
享
受
史
の
た
め
に
ー
」
（
『
詞
林
』
第
四
十
三
号
、
平
2
0
.
4
)

に
よ
り
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
問
題
箇
所
に
つ
い
て
は
「
師

緒
年
中
行
事
』
に
よ
る
も
の
と
の
見
通
し
を
出
し
て
お
ら
れ
る
。
師
緒
年

中
行
事
は
未
見
の
た
め
、
小
稿
で
は
類
従
本
「
秘
抄
」
の
引
用
に
と
ど
め

た
が
、
野
上
氏
の
説
は
説
得
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
な
お

断
言
を
躊
躇
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
は
、
「
荊
楚
歳
時
記
』
の
一
部
の
テ
キ
ス

ト
に
記
さ
れ
る
正
月
の
「
晦
日
送
窮
鬼
」
の
一
条
と
、
そ
れ
に
付
さ
れ
た
「
金

谷
園
記
」
逸
文
を
有
す
る
注
記
の
存
在
に
よ
る
。
王
鍍
榮
「
荊
楚
歳
時
記

校
注
』
（
民
国
七
十
七
年
、
文
津
出
版
社
）
に
よ
り
、
当
該
の
逸
文
を
示
す
。

按
、
金
谷
園
記
云
、
「
高
陽
氏
子
痩
約
、
好
衣
赦
食
稟
、
人
作
新
衣
与
之
、

即
裂
破
以
火
焼
、
穿
著
之
、
宮
中
号
日
窮
子
、
正
月
晦
日
巷
死
」
、
今
人

作
棄
棄
破
衣
、
是
日
祀
子
巷
、
日
送
窮
鬼

王
氏
が
こ
の
一
条
に
つ
い
て
「
案
、
金
谷
園
記
乃
唐
李
畠
作
、
故
此
条
乃

術
文
」
と
す
る
の
も
当
然
で
、
荊
楚
歳
時
記
テ
キ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
は

そ
れ
で
よ
い
が
、
「
高
辛
氏
」
な
ら
ぬ
「
高
陽
氏
」
の
話
題
と
し
て
、
正

月
晦
日
に
「
鬼
」
を
「
送
」
る
記
事
が
「
金
谷
園
記
」
に
存
在
し
た
可
能

性
を
伝
え
る
逸
文
と
し
て
、
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
同
じ
よ
う
な

内
容
の
記
事
が
、
「
歳
華
紀
麗
j

「
送
窮
」
註
に
「
金
谷
園
記
云
、
昔
顧
瑣

帝
時
宮
中
生
一
子
、
性
好
著
浣
衣
、
人
作
新
衣
与
之
、
・
:
」
（
「
説
郭
三
種
』

上
海
古
籍
出
版
社
に
よ
る
）
と
見
え
、
孤
例
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の

一
条
を
も
つ
荊
楚
歳
時
記
の
テ
キ
ス
ト
の
性
格
、
歳
華
紀
麗
の
成
立
事
情

な
ど
考
え
る
べ
き
こ
と
は
多
い
。
故
に
注
記
に
留
め
て
お
く
。

〔
付
記
〕

小
稿
で
指
摘
し
た
「
金
谷
園
記
」
逸
文
は
、
先
学
の
指
摘
の
あ
る
も
の
は

管
見
の
限
り
本
論
中
に
お
名
前
を
挙
げ
る
よ
う
に
し
た
が
、
そ
の
他
、
蹴
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鞠
口
伝
集
に
つ
い
て
は
佐
々
木
孝
浩
氏
、
管
叢
抄
に
つ
い
て
は
山
田
尚
子

氏
、
新
撰
年
中
行
事
に
つ
い
て
は
石
田
実
洋
氏
の
御
教
示
を
受
け
た
。
ま

た
山
田
俊
氏
か
ら
は
中
国
資
料
の
逸
文
の
指
摘
、
お
よ
び
論
の
細
部
に
わ

た
る
御
批
正
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

最
後
に
な
っ
た
が
、
小
稿
は
平
成
十
五
年
度
の
国
文
学
研
究
資
料
館
主

催
の
共
同
研
究
「
中
世
年
中
行
事
書
の
研
究
」
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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